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告 示

北海道告示第１４５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（つ
るい中央地区（区画整理））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道釧路総合振興局に備え置いて、平成２７年３月４日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１４６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、真狩村真狩地区３
工区の換地処分をした。
平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１４７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 北広島市南の里６７０の１５（次の図に示す部分に限

る。）、６７０の２１、６７０の２２
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道石狩振興局産業振興部林務課及び北広島市役
所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１４８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）

かん

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
様似町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及び様似町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１４９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び北海道空知総合振興局札幌
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建設管理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道

２ 路 線 名 島松千歳線

３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間

千歳市北信濃６３１番１０地先から 前 １９．７５�から ５６８．４２� ――同市あずさ３丁目６４１番１１地先まで ３４．１４�まで

後 １８．０９�から ５６８．４２� ――３４．１４�まで

北海道告示第１５０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び北海道空知総合振興局札幌

建設管理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 月形峰延線 美唄市字上美唄３４５６番１地先から 平成２７．３．９
同市字上美唄４４３９番１地先まで 午前１０時

北海道告示第１５１号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域として指定する。

平成２７年３月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

寿都�岸町５（�－１－２０５－７５８）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

寿都郡寿都町字�岸町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり
２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

寿都�岸町６（�－１－２０６－７５９）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
寿都郡寿都町字�岸町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
奥尻奥尻９（	－２－５２０－１５５８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
奥尻郡奥尻町字奥尻（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
奥尻稲穂１（	－２－５３６－１５７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
奥尻郡奥尻町字稲穂（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に供す
る。）

道 人 事 委 員 会 規 則

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月３日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２９１

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則
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特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７－３５７）の一部を次のように改正
する。
第５条第１項中「者」を「職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員」に改め、同項
ただし書中「当該職員に」を「当該達する日までの間において」に改める。
別表イの表札幌方面管内の項中「日高町本町東２丁目」を「日高町宮下町２丁目」に改め
る。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則
別表イの規定は、平成２７年２月１８日から適用する。

へき地手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月３日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２９２

へき地手当に関する規則の一部を改正する規則
へき地手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－９８）の一部を次のように改正する。
第６条第１項中「にあっては６年」を「及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員にあっ
ては、６年」に改め、同項ただし書中「当該職員に」を「当該達する日までの間において」
に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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